
農地の貸し借りの手続きについて
【農地中間管理事業による貸借】

農地所有者（地主）
淡路 花子

借受希望者（耕作者）
南あわじ 太郎

農地中間管理機構

貸付
貸付
（転貸）

農地中間管理機構とは・・・兵庫県農地中間管理機構は、公益社団法人ひょうご農林機構が兵庫県知事から指定を受け、農地の出し手と受
け手の間に介在し、農地の貸し借りが円滑に進むよう調整する公的な機関です

手続きの流れ

①貸付申出書（地主が作成→P2に記入例あり）
②借受希望申出書（耕作者が作成→Ｐ3に記入例あり）
③取り決め確認書（双方で作成→P4に記入例あり）

その他確認書類（住民票・土地登記簿等）を添付の上、
南あわじ市役所農林振興課へ提出します。

ひょうご農林機構との契約書（様式第11号・13号）が作成
され、地主・耕作者それぞれに送付されます。
必要事項を記入、押印いただき提出をお願いします。

機構押印済みの契約書（様式第11号）
が、地主・耕作者双方に送付されます。
契約終了まで大切に保管ください。
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①貸付希望申出書（様式第７号）
②土地所有者の住民票の写し
③登記簿謄本（対象農地）※市役所で準備可能です

農地所有者（地主）に準備していただくもの

記入例
自署の場合は押印不要

相続未了の土地がある場合、以下の
書類の添付が必要です
・戸籍謄本 ・相続人全員の住民票

今回貸出す農地について
ご記入ください
※今後の貸付希望農地について記
入いただいても、ひょうご農林機構
でマッチングは行いません

共有名義の土地がある場合、
以下の書類の添付が必要です
・共有者全員の住民票

賃料が発生する貸借の場合、振込
手数料はどうなりますか？

「10年以上」を推奨しています。

手数料は振込者負担となります。

賃料が発生する場合、以下の書類
の提出が必要です（後日）
・振込指定口座届

登記面積で貸し借りする場合は、
※1※2とも記入不要

不耕作であっても、貸付して
いない場合は、自作に〇

「表作のみ」または「裏作のみ」での
設定は可能ですか？

可能です。
「期間借地同意書」を提出いただく必要
があります。

耕作者→中間管理機構への振込みは耕作者が、中間管
理機構→地主への振込みは機構が負担します。
また、機構を通じての物納（米など）はできません。

借受期間について決まりはありますか？

■表作・裏作のいずれかを所有者が耕作する場合…
様式第12-1号及び貸人様の借受希望申出書（様式第
２号）の添付が必要です。
■表作・裏作を分けて別の耕作者が耕作する場合…
様式第12-2号の添付が必要です。

手続き用紙は農林振興課窓口にご用意しております。※10年未満の貸借の場合、「3年」または「5年」
のみ設定可能となっております。途中解約も可能です。

提出日を記入

賃料は、「10ａあたり」「1筆
あたり」のいずれかで記入



①借受希望申出書（様式第２号）
②借受予定者の住民票の写し
③農地位置図（今回借受地） ※市役所で準備可能です

記入例

農地借受予定者（耕作者）に準備していただくもの

今回借りる予定の農地について
ご記入ください
※今後の借受希望について記入いただいても
構いませんが、ひょうご農林機構でマッチング
は行いません

新規就農者及び
新規農業参入企業の場合、
下記書類の添付が必要です
・借受希望者の概要
・営農計画

法人の場合、
「法人名・代表者職・氏名」の
記入をお願いします。
また、下記書類の添付が必要
です
・定款
・全部事項証明書
（内容に変更が無ければ、次回
から省略可）※R8.4月～

記入漏れ注意！
概ね10年後を目安とした経営
目標面積をご記入ください

提出日を記入

地域計画に耕作者として
名前があり、かつ認定農業
者である場合は「有」



洲本農地管理事務所
（洲本農林水産振興事務所内）

記入例

貸付農用地等に係る賃料等の取り決め確認票
（様式第4号）

農地所有者・借受予定者の両者で準備していただくもの

南あわじ市産業建設部

農林振興課

お
問
い
合
わ
せ

0799-26-2083

0799-43-5223

ひょうご農林機構
農地対策部農地活用課

078-361-8114

相談
窓口

書類
提出

機構

双方の取り決め事項について
ご記入ください
※特に取り決め事項が無くてもご提出
お願いします


